
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療養病床再編成の意義 
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医
療
保
険
適
用
、
介
護
保
険
適
用
、
そ
れ
ぞ
れ
に
入
院
す
る
患
者
の
状
態
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医
療
保
険
適
用
の
療
養
病
床
　

平
成

1
6
年

3
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

介
護
保
険
適
用
の
療
養
病
床
　

平
成

1
6
年

3
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

％
病

状
が

不
安

定
で
常

時
医

学
的

管
理

を
要

す
る

病
状
は
安
定
し
て
い
る
が
容
態
の
急
変
が
起
き
や
す
い

容
態
急
変
の
可
能
性
は
低
い
が
一
定
の

医
学
的
管
理
を
要
す
る

容
態
急
変
の
可
能
性
は
低
く
福
祉

施
設
や
住
宅
に
よ
っ
て
対
応
で
き
る

そ
の
他

無
回
答

〔
医
療
経
済
研
究
機
構
「
療
養
病
床
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
に
関
す
る
調
査
」
（
平
成
１
６
年
３
月
）
〕

○
医
療
保
険
適
用
、
介
護
保
険
適
用
、
そ
れ
ぞ
れ
に
入
院
す
る
患
者
の
状
態

療
養
病
床
の
現
状

○
医

師
に
よ
る
直

接
医

療
提

供
頻

度

〔
中
医
協
「
慢
性
期

入
院

医
療

実
態

調
査

」
（
平

成
１
７
年

１
１
月

１
１
日

中
医

協
資

料
）
〕
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介
護

療
養

病
棟

医
療

療
養

2
4
時

間
体

制
1
日

数
回

毎
日

週
2
～

3
回

程
度

週
１
回

程
度

ほ
と
ん

ど
必

要
な

し
無

回
答

週
1回

程
度

ほ
と
ん
ど
必
要

な
し

○
療

養
病
床
の
入
院
患
者
の
う
ち
医
師
の
対
応
が
ほ
と
ん
ど
必
要
な
い
人
が
概
ね
５
割
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医
療
保
険
適
用

経
過
措
置

・
介

護
保

険
移

行
準

備
病

棟
（
医

療
保

険
）

・
経

過
型

介
護

療
養

型
医

療
施

設
（
介

護
保

険
）

＜
平

成
２
４
年

度
＞

療 養 病 床

医
療
保
険
適
用

２
５
万

床

介
護
保
険
適
用

１
３
万

床

医
師

３
人

看
護

５
：
１

介
護

５
：
１

医
師

３
人

看
護

６
：
１

介
護

６
：
１

医
師

３
人

看
護

６
：
１

介
護

６
：
１

医
師

３
人

看
護

４
：
１

介
護

４
：
１

医
師

２
人

看
護

８
：
１

介
護

４
：
１

医
師

１
人

看
護

・
介

護
３
：
１

（
う
ち
看

護
職

員
２
／

７
）

ケ
ア
ハ
ウ
ス
等

老
健
施
設

医
療
の
必
要
性
に
応
じ
た
療
養
病
床
の
再
編
成

①
療
養
病
床
に
つ
い
て
は
、
医
療
の
必
要
度
の
高
い
患
者
を
受
け
入
れ
る
も
の
に
限
定
し
、
医
療
保

険
で
対

応
す
る
と
と
も
に
、

②
医

療
の

必
要

性
の

低
い
患

者
に
つ
い
て
は

、
病

院
で
は

な
く
在

宅
、
居

住
系

サ
ー
ビ
ス
、
又

は
老

健
施
設

等
で
受
け
止
め
る
こ
と
で
対
応
す
る
。

平
成

１
８

年
度

の
介

護
報

酬
・

診
療

報
酬

改
定

（
１
）
医

師
・
看

護
職

員
の

配
置

等
が

緩
和

さ
れ

た
「
経

過
型

介
護

療
養

型
医

療
施

設
（
仮

称
）
」
の

創
設
［
介

護
報

酬
改

定
］

将
来

的
な
老

健
施

設
等

へ
の

移
行

を
視

野
に
入

れ
た
平

成
２
３
年

度
末

ま
で
の

経
過

措
置

（
２
）
医

療
の

必
要

性
に
よ
る
区

分
の

導
入

［
診

療
報

酬
改

定
］

・
医

療
の

必
要

性
の

高
い
患

者
に
つ
い
て
は

評
価

を
引

き
上

げ
、
低

い
患

者
に
つ
い
て
は

評
価

を
引

き
下

げ
・
医

療
の

必
要

性
の

低
い
患

者
を
一

定
以

上
受

け
入

れ
て
い
る
場

合
に
つ
い
て
、
「
介

護
保

険
移

行
準

備
病

棟
（
仮

称
）
」
を

平
成

２
３
年

度
末

ま
で
の

経
過

措
置

と
し
て
創

設

※
介

護
療

養
型

医
療

施
設

の
廃

止
（
平

成
２
４
年

３
月

）

在
宅
療
養
支
援
拠
点

１
５
万

床

万 床２
３

医
療

必
要
度

高

医
療

必
要
度

低
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高
齢

者
１
人

当
た
り
療

養
病

床
給
付

月
額
　
平

成
1
7
年

4
月

5,994

4,508

4,344

4,005

3,789

3,578

3,175

3,162

3,028

2,965

2,942

2,793

2,786

2,399

2,391

2,351

2,311

2,195

2,101

1,919

1,904

1,897

1,859

1,856

1,796

1,761

1,701

1,643

1,626

1,507

1,495

1,486

1,451

1,442

1,390

1,349

1,263

1,103

1,088

1,085

1,024

1,006

983

791

760

728

472

2,018

0

1
,0
0
0

2
,0
0
0

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

6
,0
0
0

7
,0
0
0

高 知 県

山 口 県

熊 本 県

富 山 県

徳 島 県

北 海 道

宮 崎 県

福 岡 県

石 川 県

広 島 県

京 都 府

佐 賀 県

愛 媛 県

鹿 児 島 県

島 根 県

長 崎 県

大 阪 府

沖 縄 県

福 井 県

静 岡 県

滋 賀 県

兵 庫 県

大 分 県

新 潟 県

香 川 県

東 京 都

奈 良 県

岡 山 県

愛 知 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

神 奈 川 県

青 森 県

長 野 県

三 重 県

群 馬 県

埼 玉 県

岐 阜 県

千 葉 県

岩 手 県

茨 城 県

栃 木 県

山 梨 県

福 島 県

秋 田 県

山 形 県

宮 城 県

全 国

高
知

県
は
全
国
平
均

の
3
.0
倍
、
最

小
の
宮

城
県

の
1
3
倍
の
給

付
と
な
っ
て
い
る

○
介

護
療

養
型

医
療

施
設

は
、
他

の
介

護
保

険
施

設
と
比

べ
、
地

域
的

偏
在

が
大

き
い
。
（
介

護
療
養
型
医
療
施
設
に
係
る
高
齢
者
一
人
当
た
り
の
給
付
費
が
一
番
高
い
都
道
府
県
は
、
一
番

低
い
都
道
府
県
の
１
３
倍
（
特
養
は
１
．
９
倍
、
老
健
は
２
．
８
倍
）
)
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